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事業承継税制
小規模宅地等の特例の改正
地積規模の大きな宅地の評価
2世帯住宅における構造要件が撤廃
老人ホームに入所した場合の空き家となった自宅敷地
暦年贈与による課税制度
相続時精算課税制度











遺留分侵害額請求 相続人・受遺者





デジタル資産









相続税は、相続や遺贈等によって取得した財産が一定金額を越えた場合にかかる税金
で、東京では相続が発生した方100人のうち12～13人程度の割合で発生しています。
相続人ベースでは 28人～ 30人位の割合で申告されます。
そこで「自分は大丈夫だろうか？」と心配な方のために、相続税の大まかな仕組みを
説明させていただきます。

相続税の基礎控除額＝3,000万円 +法定相続人の数×600万円

相続税の課税価格の合計額  5,000 万円の場合例）
法定相続人　奥様・長男・長女・次男の場合
課税価格の合計額 5,000 万円＜基礎控除額 5,400 万円
→よって相続税はかかりません。



相続税の基礎控除 3,000 万円 + 600 万円 × 法定相続人数
税額控除

配偶者の税額軽減 １億６千万円 か 配偶者の法定相続分相当額
いずれか大きい金額を控除

未成年者控除 20歳（令和4年4月1日以降の相続または遺贈については18歳）
までの1年につき10万円

障害者控除 85歳までの1年につき10万円　特別障害者については20万円



第1順位：国債、地方債、不動産、船舶あるいは上場株式等
第2順位：第1順位の財単を用意できない場合は
　　　　　非上場株式等　特別の法律により法人の発行する
　　　　　債券及び出資証券を含み短期社債等を除く
第3順位：第1、第2順位の財産を用意できない場合は動産

（3,000万円+600万円×法定相続人の数）



遺留分侵害額請求
いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう

遺言や生前贈与によって遺留分を侵害された相続人が、遺留分を侵害いた相続
人や受遺者に対して、遺留分の侵害額を金銭で請求をすることができる権利です。
内容証明郵便で送るのが一般的で、遺留分が侵害されたことを知ったときから、
1年以内、または相続開始のときから10年以内に行使しなければなりません。

特別寄与分 令和１年７月より施行

とくべつきよぶん

長男の嫁など相続人以外の被相続人の親族が請求できる制度が創設されま
した。
請求期限は特別寄与者が相続開始および相続人を知った日から６か月以内
または相続開始後１年以内です。









平成３１年１月１３日より
財産目録は自書しなくて
よくなりました。
令和２年７月より法務局へ
の保管制度が始まりました。

保管制度適用の遺言書は
検認が不要です。





令和
令
和
六
年
八
月
二
日



タイトルはなくとも有効ですが、書いた方が
よいでしょう。直筆証書遺言の場合は、全文
直筆で書く必要があります。財産目録のみ
自筆でなくてもよくなりました。



令和 8 年12月31日までの間に直系尊属から居住用家屋の取得に充てるために
金銭の贈与を受けた場合には住宅の区分ごとに最大1000 万円まで、 期限内に
一定要件を満たす申告をすることで贈与税を課さないことが認められています。
この贈与は相続財産にも加算されません。 またこの特例は暦年課税 （基礎控除
110万円） または相続時精算課税 （特別控除2,500万円） と併せて適用すること
も認められています。

600 万円追加されます。



後継者である相続人等が、相続等により、非上場株式等を被相続人（先代経営者）
から取得し、その会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき相続税の
うち、その株式等に対応する相続税の全額の納税が猶予されます。

後継者である受贈者が、贈与により、非上場会社の株式等を親族（先代経営者）か
ら全部又は一定以上取得し、その会社を経営していく場合には、その後継者が納付
すべき贈与税のうち、その株式等に対応する贈与税の全額の納税が猶予されます。

1,500

贈与者の死亡日において受贈者が２３歳未満である場合や平成31年 3月 31日までに取得した信託
受益権や金銭がない場合など一定の場合は、相続等により取得したこととされません。
受贈者の贈与を受けた前年の合計所得が１０００万円超の場合には適用はありません。

平成25年4月1日から令和8年3月31日までの間に教育資金として拠出されるものに限られます。



事業承継税制　

中小企業の自社株式を後継者へ贈与・相続する際に発生する贈与税・相続税が
猶予もしくは一定の場合に免除されるものです。

今回の改正で贈与税・相続税が１００％猶予対象となりました。

特例事業承継税制の適用を受けるためには、認定革新等支援機関の指導および助言
を受けて会社が作成した「特例承認計画」の都道府県庁への提出が必要です。
その提出期間は平成30年4月1日から令和8年3月31日までとなっております。
但し、適用期限は法人版事業承継税制の特例措置は令和9年12月31日
個人版事業承継税制は令和10年12月31日となっております。
適用要件やその後の定期的な報告が必要なため、詳しくは税理士にお聞きください。

1

2

3

4

5

改正前

納税猶予対象株式 全株式発行済株式の
３分の２までの株式

相続時の納税
猶予割合

１００％８０％

雇用確保要件 実質撤廃
従業員の雇用の
平均８割以上を
５年間維持

贈与等を行う者 複数株主可先代経営者のみ

後継者
最大３人の後継経営者
への贈与、相続が可

後継経営者一人のみ

改正後

知
っ
て
お
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た
い
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小規模宅地等の特例の改正

地積規模の大きな宅地の評価

平成 30 年 4 月 1 日以降に相続または遺贈により取得する財産について適用
があります。

改正前は相続開始前 3 年以内に自己または自己の配偶者が所有する家屋に居
住したことがない者（通称　家なき子）に対して特定居住用宅地等の減額が
認められていましたが意図的に持ち家に居住していない者をつくり、特例の
適用を受けることを封鎖するため次の者が対象除外とされました

特定居住用宅地等の改正

被相続人等の事業（不動産貸付業等を除く）の用に供されていた宅地等で一
定の要件を満たす場合には限度面積４００ M2 まで８０％相当額が減額でき
ます。
今回の改正で　相続開始前３年以内に被相続人等の事業の用に供されていた
宅地等が除外されることとなりました。
ただしその宅地等の上で事業の用に供されている減価償却資産の価額が、そ
の宅地等の相続時の価額の１５％であれば特例の適用が可能となります。

特定事業用宅地等の改正 平成３１年４月１日以降の相続より適用

貸付事業用宅地等の改正

地積規模の大きな土地とは

1. 相続開始前3年以内に自己または配偶者・
３親等内の親族・特別の関係の
ある法人が所有する家屋に居住したことが
ある者

2. 相続開始時において居住の用に供していた
家屋を過去に所有したことがある者

三大都市圏　５００M2　以上
普通商業・併用住宅地区、普通住宅地区

除外される地域とは
市街化調整区域
工業専用地域
容積率400％（東京都の特別区300％）以上の地域の所在する土地

適用されれば２０％からの減額割合となります。

つぎのような貸付事業用宅地等は適用除外となりました。

平成30年 3月 31日までに取得し貸付事業の用に供されている宅地等は除外要件
にかかわりなく減額適用ができます。

相続開始前3年以内に貸付事業用の用に供された宅地等
（ただし相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っている者を除く）



Ⅳ
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項 但し、区分所有登記されている場合

小規模宅地等の減額の特例が受けられない
ケースもありますので注意してください。



18 歳以上の者が直系尊属から贈与を
受けた財産に係る税率

万円以下の金額（税率）

万円以下

万円以下

万円以下

万円以下

万円以下

万円以下

万円以下

万円超

200

300

400

600

1,000

1,500

3,000

4,500

4,500

10％

15％

15％

20％

30％

40％

45％

50％

55％

20％

30％

40％

45％

50％

55％

同左

同左

同左

左記以外の贈与財産に係る贈与税の
税率

相続時精算課税制度

60歳以上の父母又は祖父母から18歳以上の子又は孫に対し財産の贈与
を受けた場合、相続時精算課税を選択適用すれば贈与財産が2,500万円
まで贈与税はゼロ、2,500 万円超は贈与税が一律２０％となります。

贈与を受けた年の翌年 2月 1 日から 3月 15 日までの間に一定の
書類を添付した相続時精算課税選択適用の贈与税の申告書を提出する
必要があります。

＊この適用を受けた贈与財産は相続時に相続財産として合算されます。
＊この適用を受けた以降、同じ贈与者からの贈与について暦年課税の適用はできなく
　なりますのでご注意ください。
　令和 6 年 1 月 1 日からの贈与についてはこの制度が変わりましたので
　次ページをご参照ください。

暦年贈与による課税制度
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令和5年度の主な税制改正

相続財産に加算される贈与財産の期間が令和 6 年1月1日以降の贈与
から暦年課税の場合、3年から 7年に延長されました。但し相続時精算
課税を選択した場合、年 110万円以下の贈与財産は加算しなくてよい
こととなりました。 
暦年課税制度と相続時精算課税制度の違いを下記の比較表にまとめま
した。

贈与者

受贈者

制度の選択

選択の届出

選択の変更

基礎控除額等

控除後の課税価格

税率

申告の必要性

相続時の取り扱い

誰でもよい

誰でもよい

不要

不要

不要

年110万円

贈与額ー基礎控除額

１０％～５５％

年110万円を超えると必要

相続開始前7年以内の贈与は
相続財産に加算

60歳以上の父母や祖父母

18歳以上の子や孫

贈与者ごとに選択

最初の贈与の年の翌年3月15日まで

暦年贈与へ変更不可

年110万円　特別控除額2500万円

贈与額―基礎控除額―特別控除額

一律２０％

年110万円を超えると必要

毎年110万円超の贈与は過去に遡
って全て相続財産に加算

暦年課税制度 相続時精算課税制度

この相続財産への加算制度の対象者は相続または遺贈により財産を取得した者です。  
暦年課税制度で加算は令和 8 年末までの相続等では 3 年以内。  
令和 9 年 1 月 1 日以降の相続等から順次加算期間が延長され  
令和 13 年１月 1 日以降の相続等から加算期間が 7 年に延長される  
相続開始前 3 年超から 7 年以内の贈与財産のうち延長された 4 年分からは 100 万円を控除

令和6年1月1日以降の贈与から適用暦年課税制度と相続時精算課税制度の比較表

29
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空き家を譲渡した場合の特別控除（所得税で控除）

分譲マンションの評価について見直し

3,000万円
特別控除適用

相 続

除 却 売 却

売 却

売 地

耐震リフォーム

空き家

相続開始 ３年を経過する日の属する
年の12月31日までの譲渡

Ⅴ
税
制
改
正
事
項

被相続人が居住の用に供していた土地を相続し、
下記の要件に該当する土地を平成28年から令和9年12月31日までに
譲渡した場合に3,000万円の特別控除が適用される。

分譲マンションの評価について相続税評価額と市場価格とが大きく乖離
している場合に従前の評価方法の見直しが行われた
令和6年1月1日以降の相続より適用されます
相続税評価額と市場価格とが乖離する要因となっている
築年数、総階数、所在階、敷地持分狭小度の４つの指標に基づいて
評価額を補正することとなった。

評価額が高くなるケースとしては
築年数が新しい、総階数が高い、所在階が高い、敷地持分狭小度が小さい
マンションが該当します。

・
・
・
・
・
・
・
・

昭和５６年５月までに建てられた一戸建て住宅
被相続人が相続開始前に一人暮らしをして、空き家になった
相続発生後住んだり、貸したり、事業の様に供していない
相続発生後３年後の年末までに売却する
建物を解体するか新耐震基準を満たすように改修して売却する
売却価格が１億円以下
被相続人が相続開始時に老人ホーム等（一定の要介護）居住の場合も
適用可となりました。
令和6年1月以降の譲渡からは相続人の数が3人以上の場合
特別控除額は一人当たり2000万円
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民事信託（家族信託）

委託者

財産の所有者

受益者

利益を受け取る人

受託者

財産を託される人

信託契約で
財産を信託

受益権

・
・
・

・
・
・

信託契約で委託者の財産を受託者に移転します。
信託契約締結後は契約内容に従って受託者の判断のみで委託者の財産の
管理、運用、処分することが可能となります。
成年後見人と異なり受託者は委託者の財産の贈与、不動産売却や
アパート等の建設、購入、運用や建設資金の借入、預貯金の引き出し、
解約などができます。
委託者が亡くなった後の財産の使途や承継者を定めることができます。
財産を所有している人が重度の認知症になった場合に備えて、なる前に
信託を組成するケースが増えてきました。
受託者を信頼できるお子様など将来相続させたい人とする場合が多いです。

主な民法改正事項
配偶者居住権

配偶者居住権は登記します

（配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物について
終身または一定の期間無償で使用し続ける権利）が創設され
令和２年４月１日より適用されております）

配偶者に対する持戻し免除 令和１年７月より適用

取得方法は①遺産分割協議②遺贈（死因贈与を含む）
③家庭裁判所の審判の方法によります。
相続開始時に居住建物を配偶者以外の者と共有して
いた場合は適用できません
配偶者居住権を第三者に譲渡は出来ません
配偶者の死亡により消滅します。（用法違反により
配偶者の生前に消滅することもあります）
配偶者短期居住権　（相続開始から６か月間は自宅で
住み続けられる権利）も創設

婚姻期間が２０年以上の夫婦間で居住用の建物または敷地（配偶者居住権を含む）
について遺贈または贈与が行われたときは持戻免除する。

・

・

・
・

・

Ⅵ
主
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ファミリー

カラオケ館 三井住友銀行

グラツィオーソ西荻窪

西友

至 新宿

三菱UFJ 銀行

ローソン
（車両進入不可）

（車両進入不可）

駐車場
（有料）

至 吉祥寺
五
日
市
街
道

青
梅
街
道

西荻窪駅（JR中央線快速・総武線各駅停車
・東京メトロ東西線）

入口はこちら側です
（地下1階）

北口ロータリー

32

杉並・中野相続サポートセンターについて

杉並区で30年通算 2500件以上の相続相談、
相続税申告は500件以上
相続に関するお悩みを解決いたします。

杉並・中野相続サポートセンター ご案内図

東京都杉並区西荻北 3-20-12 グラツィオーソ西荻窪 B1F
TEL 03-3399-0180
西荻窪駅から徒歩 30 秒



相続のことがよく分からないお客様お一人でも安心
してご相談できますよう、相続手続に慣れたベテラン
スタッフが対応させていただきます。
また、私どもは税理士事務所ですので、手続のみならず、
相続税が発生するのか？準確定申告は必要なのか？
といった税務のアドバイスまで行うことができます。
相続手続に関するあらゆるサービスは全て私どもに
お任せ下さい。
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9：30～18：30



認定革新支援機関
メールアドレス info@hirose-of f  ice.jp

電話受付：平日 9：30～ 18：30
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